
公    告 

 
徳島大学労働者派遣業務（共同研究（マイクロ流体デバイス触媒および関連プロセスの研究）補助業務）
に係る一般競争入札について 

 
 

国立大学法人徳島大学において，徳島大学労働者派遣業務（共同研究（マイクロ流体デバイス触媒および関
連プロセスの研究）補助業務）に係る一般競争入札を下記のとおり執行しますので，希望がありましたら， 国
立大学法人徳島大学が定めた契約事務取扱規則（以下「契約事務取扱規則」という。）及び製造請負契約基準
を熟知の上，入札してください。 

 

令和６年２月１６日 
 

国立大学法人徳島大学 
 

学長 河村 保彦 

 

記 

 

１ 競争入札に付する事項 件 名 徳島大学労働者派遣業務（共同研究（マイクロ流体デバイス触媒 

    および関連プロセスの研究）補助業務） 

 
規 格 別紙「仕様書」のとおり 

 
  
  ２ 競争に参加する者に必 (1) 国立大学法人徳島大学が定めた契約事務取扱規則第５条の規定に 

要な資格に関する事項  該当しない者であること。 
  ただし，未成年者であって，契約締結のために必要な同意を得て 

いる者を除く。 
 (2) 契約事務取扱規則第６条の規定に該当しない者であること。 

  (3) 国の競争参加資格（全省庁統一資格）又は国立大学法人徳島大学 
競争参加資格において令和６年度に四国地域の「役務の提供等」の 
「Ａ」，「Ｂ」又は「Ｃ」の等級に格付けされている者であること。 

 なお，当該競争参加資格については，令和５年３月３１日付け号 
 外政府調達第６０号の官報の競争参加者の資格に関する公示の別表 
 に掲げる申請受付窓口において随時受け付けており，徳島大学の競 
 争参加資格については，徳島大学財務部常三島会計課にて随時受け 
 付けている。 
 (4) 徳島大学長から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこ 
  と。 

 

３ 入札書の提出場所，契 徳島市南常三島町２丁目１番地 
約条項書を示す場所及 徳島大学財務部常三島会計課調達係 
び問い合わせ先 電話番号（０８８）－６５６－８８０２（直通） 

 

４ 入札書の受領期限 令和６年２月２７日（火）１７時００分 
 

５ 競争執行(開札)の場所 徳島市南常三島町２丁目１番地 
及び日時 徳島大学理工学部共通講義棟６階小会議室 

 令和６年３月１５日（金）１４時００分 
 

６ 入札保証金及び契約保 全額免除 
証金 

 

７ 入 札 の 方 法 １人１時間当たりの単価により決定する。 
 

８ 決 定   それぞれの件名ごとの最低価格落札方式とする。 

      有効な入札書を提出した競争参加者であって，競争参加資格及び別紙「仕様書」 

              において明らかにした要求要件をすべて満たし，契約事務取扱規則第１４条の規定 

              に基づき，作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札を行った 

競争加入者を落札者とする。 



落札者の決定に当たっては，入札書に記載された金額に当該金額の１０パ 
      ーセントに相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があると 
       きは，その端数を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので， 

入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者である 
かを問わず，見積もった契約金額の１１０分の１００に相当する金額を入札 
書に記載すること。 
再度入札しても落札者がない場合は，随意契約によるものとする。 

 

９ 履 行 期 間 令和６年４月８日（月）～ 令和７年３月３１日（月） 
 

１０ 代 金 の 支 払 方 法 代金の支払いは，検査完了後，適法な請求書を受理した日の属する月の翌月 
               ２５日に１回に支払うものとする。ただし，支払日が土曜日，日曜日，祝日（ 
               以下「休日」という。）に当たるときは，その日に最も近い休日でない前日と 
               する。 

 

１１ 契 約 書 の 作 成 競争入札を執行し，契約の相手方が決定したときは，契約の相手方とし 
  て決定した日から１０日以内に，契約書の取り交わしをするものとする。 

 

１２ そ の 他 (１)入札書提出時に，「競争参加資格の確認のための書類」及び「履行で 
    きることを証明する書類」を提出すること。 

(２)代理人が入札する場合は，入札前に委任状を提出すること｡ 
(３)入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 
(４)本件に関する質問等は，令和６年２月２６日（月）までに徳島大学財務
部常三島会計課調達係まで問い合わせること。 

 
 
 
 


